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現行日本農業法律の農政各論的分類体系について

斎　藤　政　夫 （農政学研究室）
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On　the　C1ass1f1cat1on　System　of　Ex1stmg　Agr1cu1tura1Law1n

　Japan　for　tlhe　Deta1Ied－Argu㎜ents　of　Agr1cu1tura1PoI1cy

　　　　　　　　1．緒　　　　言

　農業法の分類体系についてはいろいろな角度，観点か

らなされ得ると思うのであるが，ごこに，法というもの

をわれわれ杜会人としての人問を強制的に拘束する一つ

の社会規範であるというように一般的通念に従つて理解

するならぱ，そこに最も強力な杜会規範を持つ社会集団

は今日のところ国家である。

　そこで，農業法の分類体系も国家という社会集団を先

ず中心に考えて，ある国家のうちに適用されるか，ある

いは，その国家の外で適用されるかによつて，

　矛一に，国内農業法

　矛二に，外国農業法

　更に，二つ以上の国家間に適用されるものとして，

　矛三に，国際農業法＾

というように，国家という杜会集団を区域とした空間的

な「法域」Rechtsgebiet，region　Of1awすなわち，農

業法の空問的な効力範囲による分類がなされ得ると思う

のである。

　もちろん，法域には二つ。の意味があつて，通常は，特

定の法令の効力の牟よぶべき地域的範囲をいうのであ

る。しかしまた，他の意昧では，民法，刑法等のよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
な，各法の，それぞれの各体系を指すこともある。

　先きに逃べた国内農業法，外国農業法，そして国際農

業法の分類は・いうまでもなく前者の意昧での，法令効

力の地域的範囲としてg法域による分類セある。

　さて，農業法研究の実際の素材materia1としそは，

今日・具体的に与えられているものには次の五つの法体

系の中にあると思うのである。

　すなわち，農業法の「法源」Rechtsque11en，sources

注1末川博編，法学辞典（日本評論社），P．855，195i．

2　我妻栄代表編，新法律学辞典（有斐閣），P873，ユ952

3．条理酌句r　der販che，とは，物の道理，すちみち，という意味

　　で，成文法，判例，慣習によつて判断てきない場合，この条理によ

　　つて半L断する。だから，これ等にりいで法源の一つとする。

　　　（2）

of1awとしては，

　1．農村におげる慣習

　2．地方団体の条例，規則

　3．国家の法律，命令．

　4．国際条約

　5．以上のものから生れる判例，また以上のものを規
　　　　　　　　　（3）
　　整する学詳・条理

などで，これ等の具体的な法源の中に農業法研究の素材

が存在しているわげであるが，こρ素材の抽出には，こ

れ等の個タσ条約，法律命令，条例規則，慣書ヲ判例；

学説，条理の中で，直接農業に関係するr農業中心の法

域」　　法の規範性の範囲一一前述の「法域」の後者の

意味におげる各法の法体系としての範囲を考えることに

よつて，個々の素材を農業法の対象として抽出すること

がでぎると思うのである。

　すなわちそこに抽出され走農業法の素材を全体として

体系づけた時に「農業法」Agrarrecht，agricu1tura1

1aWという概念が生れてくると思うのである。

　ここに農業というのは，それぞれの経営主体によつて

営まれている個別農業のみでなく，国や世界の農業とい

うような杜会的な農業をも指していることはもちろんで

ある。従つて，農業法とは，農業に直接関係を有する強

制的に拘束力のある社会規範の体系を総称することにな

るわげである。

　ここで私は，狭義の農業法律を，具庫的には，国家が

農業に対して採るところの政策目的とその手段として，

国会の議決を経て制定された成文法としての強制的拘東

力のある杜会規範であると理解するのである。

　従つて，農業法律を分類するには，農業政策ρ各論的

体系に準拠して行うのが最も適当である．と思うわげであ

る。

　以下に表示する分類は，このような観点から，私なり

に，農業政策の各論的分類を試みたものである。
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　農業法令の意味を，更に進んで，農業政策の法令的側

面ないしは農業政策の立法的表現形式と見，更には，法

令形式たおげる農業政策そのものと見る文献もあるくら
　　　　（’）
いである。

　　　　　　　2．分類項目について

　Iの分類項目表で，先ず〔一〕農業土地政策法，〔二〕

農業調停政策法，〔三〕農業資本財政策法，〔四〕農業融

資政策法，〔五〕農業災害政策法，〔六〕農産物流通政策

法，〔七〕農業団体政策法，〔八〕農業行政組織政策法，

〔九〕農村財政政策法の，九つの大項目をあげ，更に，

それぞれを中項目，小項目に分類したのである。

　この分類基準の方針としては，従来，農業政策の主要

対象項目として大きく取り上げられているものを大分類

項目として採用し，個々の具体的な農業関係法律が，そ

の内容から，いずれを対象としているかによつて，それ

ぞれの大項目分類にあてぽめ，更に，それの中，小，細

の各項目分類は，それぞれの具体的法律の目的と手段と

について，その類似性によりラ逆にいえぱ，目的と手段

との関係において各法律の相逮畦に基いて分類したので

ある。

’従つて，この分類基準においては，法体系上からいえ

ば法源Rechtsque11eのみによつて系統的に分類したも

のではなく，主として，個タの法律が持つ農業政策上の

目的，手段の関係による法の効力範囲　　法の農業政策

的規範性の領域一すなわち，この意味での法域Rechts

・9ebietによつて分類したのである。

　個々の法律が何を対象とし，その対象の内容としての

目的と手段とがどうであるか，ということによつて，そ

の類似性，相違性によつて9rOupを作り分類したのであ

る。

　例えぱ，農業政策の大項目として農業土地を取り。上げ

農業土地政策法とし，それを更に，土地所有を直接に目

的⑧手段とした法律であるか，あるいは土地利用を直接

に目的⑧手段とした法律であるかによつて，土地所有政

策法と土地利用政策法に分類し，更に，この土地所有政

策法の中で所有と利用との一体化を図ろうとする自作農

注4．農林省監修，農業小六法（学陽書房）〔昭和30年版〕，P．5．1954．

5．小作調停法（大正13，7．22．，法18）→廃止
　鉱業法（昭和25，12．20．，法289）．→矛126～164条削除

　商事調停法（大正ユ5．3．30．，法42）→廃止
　借地借家調停法（大正11，4，12．，法41）→廃止

　　　　民事調停法（昭和26，6．9．，法222）

　（文献），我妻栄，宮沢俊＝義責任編集，現行重要法令の系譜（六法

　全書，有斐閣，昭和28年版p．2784）P．29，ユ953．，鉱害調停は我

妻栄代表編，新法律学辞輿侑斐閣），PP255～256．1952

注6．例えば．開拓地におげξ耕土培養事業は．そのほとんどが現物融

　　資である，

主義政策法か，、または；土地の杜会的，公共的利用に対

する弘有の制限化を図ろうとする土地私有制限政策法

か，というように分類して行つたのである。

　なお，分類項目につレニて若干説明を加えれぱ，

　〔一〕の農業土地は，農業それ目体が持つ基本的要素一

であり，農業政策法としても基本的項目である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5～
　〔二〕の農業調停は，従未，小作調停や鉱害調停など

として別々の特別法であつたものを，民事調停法として

二括されたものがその主体であり，これに，公用牧用に

おげる調停の場合も並列させたものである。

　〔；〕の農業資本財は，資本財が経済学上，投資財と

して「生産されたる生産手段」prOduced　means　of

productionであり，具体的には，土地と労働とを除く

生産財を意昧するものである。

　この資本財は・更に・．労働対象としての資本財と・そ

の手段としての資本財との二つの区分に大別され得る。

　農業におげる資本財は，その労働対象としての作物や

用畜があり，労働手段としての役畜や農機具があるわげ

で，この類別に従つてその関係法律を分類したのであ

る。

　〔四〕の農業融資であるが，ごれは，通常，農業金融

という語で表現されているけれど毛，金融ということば

は貨幣面のみを想像しやすいのであるが，農業政策にお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・b）
いては，現在多くの現物融資が行われている。

　そこで，貨帝，現物の両資本を融通するという意昧で

融資といことぱを使用したのである。’

　農業融資政策法として，国家が法律上直接に規定して

いるものに，農民自らの団体による組合融資の面と，国

家自体の行う政府融資とが主要をなすものである。

　もちろん都道府県や市町村などの冬共団体，・更には・

一般金融機関も農業融資を行い得るようなされてはいる

が，それは，今のところ，直接に国家が法律として大ぎ

く取り上げてはいないようである。

　また，農業融資政策を以上の融資主体の側から離れた

他の観煮から，顧資縞助と負債整理との二つの面を取り

上げた。それは，現行の農業顧資関係法としてこの両面

に関するものが多数残存しているからである。

　その詳紬は法律分類表を参照されたいのである。

　〔五〕の農業災害については，わが国が気侯的に

mOnSOOn地帯に属すること，綱長い列島の中夫に走る

山脈から海岸線に至る距離の短いこと，従つて，急傾斜

の複雑地形で風雨の多いことによる風土の然らしめると

ころであるが，実に，農業におげる災害の多いことがわ

かるのである。

　従つて，それに対する対策法のいかに多岐多彩である
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ことか，分類項目表と法律分類表とを見てもらえぱわか

ることである。

　このうち，現行の農業災害政策法として特殊なものに

は，外国軍隊による災害の対策法がある。

　　〔六〕の農産物の流通は，流通組織と農産物価格との

両者を並列させて一緒にした。

　本来，農産物価格政策は，農業政策上一つの大きい

peakをなすものである。従つて，農業政策上は，大項

、目として独立させる価値のあるほどの大ぎい問題である

げれども，立法措置．としては，その立法数のweightカミ

比較的小さいのである。この点，農産物の流通組織の面

についても同様のことがいえる。

　思うに，それは，近代法が契約の自由を基調とする取

引の自由性とその迅速洋とによつて・柔換経済の発展に

ょる資本主義経済の展開を助長せんとしたからであろ

う。

　将来，杜会主義的要素の加味される度合の強くたるに

従つて，ますます，この流通経済に対する立法的干渉が

強化されるであろう。

　　〔七〕の農業団体は，農業協同組合がその中心課題で

あり，その他に農業会議などがある。農業委員会は，今

のところ，市町村の段階にあつて一種の行政機関である

から，農業行政組織の方に入れ，農業団体と区別した。

　なお，特殊な農業団体政策法として負債整理組合法が

今日なお生ぎている。また，前記した農業災害政策法の

中で，農業災害に補償をする共済団体の規定法たる農業

災害鯖償法がある。

　この外に，土地改良法の中に規定する土地改良区なる

団床も特殊な農業団体ではあるが，これは，土地改良法

そのものが，法人団体について規定する基礎的特別法で

はないので農業団体政策法からは除外した。

　　〔八〕の農業行政組織については，農業行政機関がそ

の中心を占めるものではある．が，今日，重要な農業行政

組織制度として農業改良普及制度がある。

　この農業改良普及制度については，農業政策の実践

上，農業団体と共に論ぜられることが多い。それは，農

業協同組合が農民の経済団体であるのに対して，農業会

議などが農政団体たる性格を持ち，そして，この農業改

良普及制度は農業の技術団体自推格を持ち得るからであ

る。

　しかしながら，今日では，農業改良普及制度が農業団

体として行われてはいないし，たとえ，農業地域設定に

注7．実体法と手続法’’．権利義務の実体（権利義務の種類，変動帰属，

　　効力など）を規定する法律が実体法であり．手続法は形式法で実

　　体法の運用規定である。

よる農業改良区というような団体的なものに着目すると

しても，今のところ，法制上それが明認化されていない

のである。今日では，農業改良普及制度が農業技術の行

政組織として，都道府県が政府と共同して行うところの

農業改良研究とその普及め事業となつているのである。

　〔九〕の農村財政政策は，必ずしも農業政策の範囲に

入れ得ない。むしろ，農業政策ではなくして広く地方政

策，農村政策の範犠（はんちゆう）に属するものである。

しかしながら，今目，農業課税が個別農業経営にとつて

重要な作用を持つているし，その他多くの農業改良事

業が，地方公共団体それ自身および国家との共同事業の

形式で，地方財政に規整されながら行われている実情か

ら，農村財政ないし地方財政に対する国家の立法措置が

強力に取られようとしているのである。ここには，その

重要性に鑑みて取り上げたまでである。

　　　　　　3．法葎分類表について

　次に，皿の法律分類表では，表を見ればわかるよう

にヲ私の取り上げた農業関係法律は全部で127法律，こ

の申で農業法律として現在の農業政策上実体的規定をな

す農業基本法は62法律である。分類表中◎のつげてある

番号のもgがそれである。

　残りの65法律は，いわば従属的な副次法と，手続法的

な手段法のものか，あるいは，農業政策上は今日のと1二

ろあまり重要性は持つていないが，農業関係法としてば

なお生ぎている法律である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）　農業法たおいて’も，その実体法と手続法とは，この両

者が相互に補完的関係にあつて必ず必要なものである。

　すなわち，それはヨ実体法が子続法と相まつて，始め

てその法的実効性を発揮するものであり，農業におげる

諸関係の法的規律を完うし得るから’である。

　法律分類表の（）の中の番号は，各法律の通し番号

で，その左側の番号が各分類項目毎の法偉審号数であ

る。

　各分類項目内での各単行法の配列順位は，頂則とし

て，重要な基本的実体法を先ぎに，従属的手続法を後に

し，そして，それ等の申では公布年月日の古いものを先

きにし，新しいものを後に配列するようにしたのであ

る。

　従つてつこのような分類項・目内での配列には，法源的

易韻の要素が入つているわげである。

　さて，この法律分類奉でもわかるように，わが国の現

行農業法律は商法，鉱業法，森林法，漁業法などのよう

に，農業法として，まとなつた続一的法典を持つていな

いのである。
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　農業政策上必要な都度，、必要な各小部門におげる目的

と手段とについて，それぞれを断片印に単行法p形で個

々別々に多数の名称をつげて公布されているのである。

　そこで，個々の単行法の持つ法域体系が，それぞれ交

錯し重合して存在する関係上，分類にあつては，一つの

項目に入れられる法律もまた他の分類項目にも同時に入

れられるというように，目自争と手段の関係で二つ以上の

分類項目にまたがつて分類されざるを得ない事庸にある

ものが多数存在するのである。

　例えぱ，開拓者資金融通法というのが分類表の通し番

号の（23）にあるが，’これなどは，昭和16年に出された
　　　　ぴ）
農地開発法が昭和2岬に廃止されてからは・つい軍近の

この昭和30年8月6日に公布されたぱかりの農地開発機

械公団法が出されるまでは，土地利用の中の開拓という

政策の中では唯一の実体法的立法措置であつたわげであ

る。

　そして，この開拓者資金融通法は，それに付属する手

続法的存在として開拓者資金顧通特別会計法，南拓融資

保証法などがある。

　従つて，この開拓者資金融通の実体法と手続法とは，

土地開拓という目的対象からすれぱ，当然，農業土地政

策法中の土地利用政策法の中に入るわげであるげれど一

も，しかし，同時にまたその手段を見ると融資政策法で

ある。

　そこで，政策の各論を土地政策，融資政策というよう

に対象設定をする隈り，どうしても両者に入れざるを得

ないことになる。

　ここに～分類そのものが，経緯的に一つの網の目のよ

うな組織を持つた体系として分類されることになるので

ある。

　このような意味で，表題も「分類体系について」とい

う表現をしたわげである。

　元来，政策そのものが，目的と手段の関係において一

連の体系を持つた図式性を持つていることから，当然，

各単行法の農政各論的分類には，その法域体系の錯総性

ないしは重合性というものがあり，それぞれの単行法が

一つの目的に対して多数の手段を持つていたり，また一

手段に対して多目的あ実行が可能であつたり，種々なる

場合が規定されている関係上，分類そのものが複雑な体

注8・農地開発法・昭和斗6年3・13・・法律65号・一これは・昭和24・6・

　　6．，法律196て廃止されて1、・る。一我妻栄，富沢俊義責任編集，現

　　行重要法令の系譜（六法全書，有斐閤昭和28年版），p．2777．1953，

注9．例え’ま農地法においては，目的手段の関係を「自作農主義」で一

　　元的に把握することがでぎる。一耕作者に所有させ，耕作者の地

　　位の安定と，農業生産力の増進を図る一若し，これを二元的以上

　　に把握するとせば，L土地利用政策の中にも，また他の生産政策の

　　中にも入れられる。

系を持たざるを得ないのである。

　しかし，あまり分類を複雑にすることはわれわれの認

識に限界があり，分類をする有益性を欠くことになるの

で，極力，重合しないように分類したわげである。

　すなわち，各それぞれの単行法が対象とする目的⑧手
　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
殺の関係をなるべく一元的に把握して類似性による続一

化につとめたわげである。

一なお，法律分類表の説明を若干補足すれぱ，この分類

’表は昭和30年8月31日二現在で生ぎている農業閤係法律を

一応全部集牧したつもりである。従つて，施行法，特別

会計法なども入つているげれども，なお漏れている法

律，余分な法律などがあれぱ，読者において御指摘，御

教示願いたい。

　ただし，一部改正法律のものは，別に独立させて載せ

てはい牟いのである。

　　　　　　　　4．結　　　　語

　要するに，この農業法律分類は，なるべく法源の同一

のものは同一分類項目の中に入れるようにしたのである

けれども，しかし・多くの例外が華り・むしろ原則的に

惇，法域体系，すなわち・個々の単行法の持つ目的⑧手

，段の体系範囲に従つて分類したということである。

　例えぱ，現在・アメリカ駐留軍一の基地拡張で問題を起

している東京都下石州1町のような場合には，この法律分

類表の通し番与（8）のr目本国とアメリ1力合衆国との間

の安全保障条約矛三条に基く行政協定の実施に伴う土地

等の使用等に関する特別措直法」が適用されることにな

るのであるが，この法偉は，明かにその法源を国際条約

に求めることがでぎるのである。

　しかし，その法律体系としての法域は，公用牧用がそ

の内容となつている。そこで，農業政策上は土地弘有制

限政策法として土地政策法の中にも，また，農業調停政

策法の中の公用牧用政策法としても分類して入れたわげ

である。

　もしも，これを，法源による系続分類をするならぱ，

法律学上は別に意昧のある問題だと思うのであるが，農

業政策上からは別個の分類体系となり，農業法律を農業

政策の立法的表現形式ないしは法令形式におげる農業政

策そのものと見る立場，あるいは，農業法律が農業政策

実践上の技術的手段と見る立場からは，各単行農業法律

の内容による効力体系範囲の法域的分類が有意義である

と思うのである。

　　　　　　　　引　用　文　献

／．末川博編1法学辞典（目本評論杜）P－855．1951．
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2　我妻栄代表編：新法律学辞典（有斐閣）’’P－8ア3，

　PP．255～256．1952．

3　我妻栄・宮沢俊義責任編集：現行重要法令の系譜

　（六法全書，有斐閣，昭和28年版，PP．2ア48～2812）

I．分　類

　PP．1～65．1953．

4　農林省監修：農業小六法（学陽書房）昭和30年度

版，P．5．／954．

5　法務大臣官房法規室編：現行日本法規，各巻，／955

項1　目　表

〔一〕農業土地政簑法

　（1）土地所有政策法

　　（A）　自作農主義政策法

　　（B）　土地私有制限政策法

　（2）土地利用政策法

　　（A）土地総合利用政策法

　　（B）土地改良政策法

　　　（イ）一般土地改良政策法

　　　（口）特殊地帯改良政策法

　　（C）土地開拓政策法

　　（D）　土地災害復旧政策法

〔二〕展業調偉政策法

　（／）民事調停政策法．

　　（A）小作。鉱害等の調停政策法

　　（B）民事特別調停政策法

　（2）公用牧用政策法

　　（A）基本公用牧用政策法

　　（B）　特別公用牧用政策法

〔三〕農業賓本財政政簑法

　（／）　労働対象政策法

　　（A）作物生産政策法

　　　（イ）肥料政策法

　　　（口）種苗政策法

　　　（ハ）　作物防疫政策法

　　　（二）特定作物生産政策法

　　（B）畜産政策法

　　　（イ）家畜（用畜）政策法

　　　（口）飼料政策法

　　（C）　蚕糸政策法

　　（D）養ほう政策法

　（2）　労働手段政策法

　　（A）有生＝労働手段政策法一

　　　　　　家畜（役畜）政策法

　　（B）無生労働手段政策法

　　　　　　電化⑧機械化政策法

〔四〕農業融資政。繁法

　（1）組合融資政策法

　（2）政府融資政策法

　　（A）基礎的　般顧資政策法

　　（草）　自作農創言鐵律持融資政策法

　　（C）　開拓融資政策法・

　（3）　融資補助政策法

　　（A）　不動産融資補助政策法

　　（B）　中金融資補助政策法

　　（C）資本財導入融資補助政策法

　　（D）　災害融資補助政策法

　　（E）組合整備融資補助政策法

　　（F）　負債整理融資補助政策法

　（4）　負債整理政策法

〔五〕農業災魯政葉法

　（1）　災害予防政策法

　　（A）病虫害防除政策法

　　　　　　動植物防疫政策法

　　　（イ）作物防疫政策法

　　　（口）家畜防疫政策法

　　（B）　風水害防除政策法

　　　　　　国土保全政策法

　（2）　災害救済政策法

　　（A）　災害繍償⑧保険政策法

　　（B）　災害復旧浦助政策法

　　（C）　災害融資政策法

　　．（D）被害農家食糧政策法

　　（E）外国軍隊による災害政策法

　　（F）　災害財政政策法

一〔六〕農産物流逼政簑法

　（1）　流通組織政策法

　（2）農産物価格政策法

　　（A）農産物価格間接安定政策法

　　（B）　食糧価格直接続制政策法

　　　（イ）　食糧価格基本政策法

　　　（口）食糧価格買上特例政策法

　　　（ハ）食糧価格売渡特例政策法

〔セ〕辰業團体政簑ラ去

　（1）農業協同組合政策法

　　（A）農協基本政策法

　　（B）農協設立経過措置政策法

　（2）農業会議等の政策法

　（ろ）農業特殊団体政策法
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〔八〕農業行政組織政繋法

　（1）農業行政機関政策法

　（2）農業改良普及行政政策法

〔鬼〕辰村財政政簾浅

　（1）地方財政政策法

　　（A）地方財政基本政策法

　　（B）地方財政特例政策法

　　　（イ）地方負担金特例政策法

　　　（口）地方財政災害特例政策法

　（2）農村課税政策法

皿．法

　　（A）　農村課税基本寧策法

　　　（イ）　地方税制基本碑策法

　　　（口）農業課税基本政策法

　　（B）　農村課税特例政策法

　　　（イ）農業団体課税特例政策法

　　　（口）農業課税特例政策法

〔付〕国際展業ラ去

　　　　　目本の国際農業条約

〔備考〕農業労働政策，農業経営（組織）政策，農産物

　　貿易政策などの直接的立法措置は現在見当らない。

律　分　類　表

　　　　　農業政策上の実体法的基本法…62法律（◎印）

　　　　　実体法的基本法の手続法的手段法ないしは農
農業法律
　　　　　業政策上の従的副次法一・65法律

　　　　　全　／27法律

（一〕農業土地政策法

　（1）土地所有政簑法

　　（昼）　自作農量議政策法

◎1．1．（1）農地法（昭和27．7．15．法律229）

　　　2．（2）農地法施行法（昭和27，7　15．法律

　　　　　230）

　　　3．（ろ）　自作農維持創設資金融通法（昭和50．

　　　　　8．15．法律165）→〔四〕→（2）→（B）

　　　　　→1．

　　　4．6（4）　目作農創設特別措置特別会計法（昭和

　　　　　2／．／0．2／．法律44）→〔四〕→（2）→

　　　　　（B）→2．

　　　5．（5）農地証券の償還金の一部を一般会計の

　　　　　負担とすることに関する法律（昭和26．3．

　　　　　15．法律21）

　　（B）土地私有制限政策法　〔二〕→（2）→（A）

◎2　1　（6）土地牧用法（昭和26．6．9．法律219）

　　　　　→〔二⊇→（2）→（A）→1．

　　　2　（7）土地牧用法施行法（昭和26．6．9．

　　　　　法律220）→〔二〕→（2）→（A）→2．

　　　3　（8）　日本国とアメリカ合衆国との問の安全

　　　　　保障条約矛三条に基く行政協定の実施に伴う

　　　　　土地等の使用等に関する特別措置法（昭和

　　　　　27．5．15．法律140）一→〔二〕→（2）→

　　　　　（B）→1．

　（2）土地利用政策法

　　（H）土地絵合利南政策法

◎3．1　（9）国土総合開発法（昭和25．5．26．法

　　　　　律205）→〔五〕→（1）→（B）→1．

　　　2．（10）国土調査法（昭和26．6．／。法律180）

　　　3．（11）愛知用水公団法（昭和30．8．．6．法、ユ

　　　　　律141）一

　　（B）土地改夏政策法

　　　（イ）一般土地改艮政簑法

◎4　1．（12）土地改良法（昭和24．6．6．法律195）

　　　2．（1ろ）土地改泉法施行法（昭和24．6．6。

　　　　　法律196）

　　　（回）特殊地欝改夏政葉法

◎5　1．（14）積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法（昭

　　　　　和26．3．30．法律66）

◎6　2．（15）特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措

　　　　　置法’（昭和27．4．25．法律96）→〔5〕→

　　　　　（1）→（B）→3．

◎7　3．（16）急傾斜地帯農業捧興臨時措置法（昭和

　　　　　27．5．7．法律135）

◎8　4．（17～耕土培養法（昭和27・7・16・法律235）

◎9　5．（18）湿田単作地域農業改良促進法（昭和27．

　　　　　12，29．法律354）・

◎10　6　（19）海岸砂地地帯農業振興臨時措置法（昭

　　　　　和28．3．一16。法律12）

◎11　7．（20）畑地農業改良促進法（昭和28．8．1ろ．

　　　　　法律205）

◎12　8．（2／）牧野法（昭和25．5．20．法律／94）

　　　　　→〔五〕→（1）→（B）→2．

　　（C）圭地開拓政策法

◎13　1．’（22）農地開発機械公団法（昭和30．8．6．

　　　　　法律142）

　　　2．（23）開拓者資傘融通法（昭和22．1．18．

　　　　　法律6）→。〔四〕→（2）．→（C）→／．

　　　3．（24）開拓融資保証法．（昭和28．7．二30．法

　　　　　律91）→〔四〕→（2）→（C）→2．

　　　4．（25）開拓者資金融通特別会計法（昭和22．襲
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　　　　　1．／8．法律7）→〔四〕→（2）→（C）

　　　　　→5二

　　　5．（26）開拓者資金磁通特別会計において貸付

　　　　　金の財源にあてるための一般会計からする繰

　　　　　入金に関する法律（昭和24．4．25．上法律33以

　　　　　下毎年改正）→〔四〕→（2）→（C）プ4．

　　　6．（27）農地開発営団の行ラ農地開発事業を政

　　　　　府において引き継いだ場合の措置に関する法

　　　　　律（南和22．12．13．法律／76）

　　（D）土地災害復旧政策法→〔五〕二（2）→（B）

　　　1．（28）農林水産業施設災害復旧事業費国庫溝

　　　　　助の暫定措置に関すろ法律（昭和25．5．10．

　　　　　法律169）→〔五〕→（2）→（B）→1．

　　　2．（29）公共土木施設災害復旧事業費国庫負担

　　　　　法（昭和26．3．31．法律9ア）→〔五〕→（2）

　　　　　→（B）→2．

　　　3．（30）昭和28年6月及び7月の大水害並びに

　　　　　同年8月及び9月の風水害による公共土地木

　　　　　施設等についての災害の復旧等に関する特別

　　　　　措置法（昭和28．8．3プ法律256）→〔五〕

　　　　　→（2）→一（B）→3．’

　　　4．（3／）昭和28年6月及び7月の大水害華びに同

　　　　　年八月及び9月の風水害による災害地域内の

　　　　　たい積土砂の排除に関する特別措置法（昭和

　　　　　28，8．31．法律257）ブ〔五〕→（2）→

　　　　　（B）→4．

　　　5．（32）昭和2章年台風矛13号による被害農地の

　　　　　除塩事業に対する特別措置法（昭和28．11．

　　　　　16．法律27／）→〔五〕→（2）→（B）→5．

〔二〕農業調倍政策法

　（1）民事謁偉政策法

　　（H）小作⑧鐘書等の調偉政策法

◎14．1　（33）民事調停法（昭和26．6．9．法律222）

　　（B）民事特別調億政策法．

　　　1　（34）　日本国とアメリカ合衆国とめ間の安全

　　　　　保障条約矛三条に基く行政協定に伴う民事特

　　　　　別法（昭和27．4．28．法律121）

　　　2．（35）　国際連合の軍隊に関する民事特別法の

　　　　　適用に関する法律（昭和29．6．1．法律150）

　（2）公用牧用政策湊　〔一〕→（／）→（B）

　　（H）基本公用牧用政策法

　　　1．（6）土地牧用法（昭和26．6．9．法律219）

　　　　一→〔一〕→（1）→（B）→1．

　　　2．（7）土地牧角法施行法（昭和26．6．9．

　　　　　法律220）→’〔一〕→（1）→（B5→2．

　　（B）特別公用牧用政策法

　　　「．（8）　日奉国とアメリカ合衆国との間の安全

　　　　　保障条約矛三粂に基く行政協定の実施に伴う

　　　　　土地等の使用等に関する特別措置法（昭和

　　　　　27．5．15．法律140）→〔一〕→（1）→

　　　　　（B）→3．

〔三〕廣業資本財政策法

　（1）労働対象政策湊

　　（H）作物生産政策法

　　　（イ）肥料政策法

◎15・1．（36）肥料取締法（昭和25．5．1．法律127）

◎16．2．（37）臨時肥料需給安定法（昭和29．6．10．

　　　　　法律／72）

　　　3。（38）硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時

　　　　　措置法（昭和29．6．10．法律／73）

　　　（目）種苗政策法

◎17．1．（39）農産種苗法（昭和22．／0．2．法律115）

◎／8．2．（40）主要農作物種子法（昭和27．5．1．

　　　　　法律13／）

◎19　3　（41）水稲健苗育成施設普及促進法（昭和

　　　　　29．12．15．法律223）。

　　　（ハ）作物防疫政策法→〔五〕→（／）→（A）

　　　　　→（イ）

◎20．1．（42）農薬取締法（昭和23．7．1．法律82）

　　　　　→〔五〕→（1）→（A）→（イ）→1．

　　　2．（43）檀物防疫法（昭和25．5．4．法律

　　　　　151）→〔五〕→（／）→（A）ブ（イ）㌧2．

　　　（二）特定作物生産政策法

◎21．1　（44）　てん菜生産振興臨時措置法（昭和28．

　　　　　1．9．法律2）

　　　2　（45）食糧管理特別会計法（正10．4．4．

　　　　　法律37），改正（昭和28．1．’9．法律2）

　　　　　→〔三〕→（1）→（B）→（P）→2．→

　　　　　〔四〕→（1）了4．→〔六〕→（1）→4．

　　　　　→8．→〔六〕→（2）→（A）→2．→〔六〕

　　　　　→（2）→（B）→（イ）→2．

　　（B）畜産政策法

　　　（イ）象蓄（用蓄）政策法

◎22．1．（46）酪農振興法（昭和29．6．／4．法律182）

◎2ろ．2，（47）家畜改良増殖法（昭和25527法

　　　　　律209）→〔三〕→（2）→（A）→／．．

◎24．3．（48）有畜農家創設特別措置法（昭和28．9．

　　　　　1．法律260）→〔三〕→‘（2）→（A）→

　　　　　2．→〔四〕→（3）→（C）→1．

　　　4．（49）　家畜伝染病予防法（昭和26．5．31．
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　　　　　法律／66）→〔三〕．→（2）→（A）→3一→

　　　　　〔五〕→（／）→（A）→（口）→／．

　　　5．（50）家畜保健衛生所法（昭和25．3．18．

　　　　　法律1ク）→〔三〕→（2）→（A）→4・、→

　　　　　〔五〕→（1）→（A）二（口）→2，→〔八〕

　　　　　→（1）→3．

　　　6　（5／）　家畜商法（昭和246　10法律208）

　　　　　→〔三〕→（2）→（A）→5．→〔六〕→

　　　　　（1）→5．

　　　（口）飼料政策法

◎25．1．（52）飼料需給安定法（昭和27．12．29．法

　　　　　律356）

　　　2．（45）　食糧管理特別会計法（大正10．4．4．

　　　　　法律亨7）・改正（昭和27・12・29・法律356）

　　　　　→〔三〕→（1）→（A）→（二）→2．→

　　　　　〔四〕→（／）→4．→〔六〕→（1）→4。

　　　　　→8．→〔六〕→（2）→（A）→2．→〔六〕

　　　　　→（2）→（B）→（イ）→2．

◎26．3．（53）飼料の品質改善に関する法律（昭和

　　　　　28．4．・11．法律35）

　　（C）蚕糸政策湊

◎2ア．／．（54）’蚕糸業法（昭和20．12．22．法律5ア）

　　　2．（55）繭糸価格安定法（昭和26．12．／7．法

　　　　　律310）→〔六〕→（2）→（A）→3．

　　　3　（56）　糸価安定特別会計法（昭和261217

　　　　　法律311）→〔六〕→（2）→（A）→4一

　　（D）　養ほう政策法

◎28．㌔／．（57）養ほう振興法（昭和30．8．29．．法律

　　　　　180）

　（2）労働手段政策ラ去

　　（H）有生労働手段政策法

　　　　　　象蓄（役畜）政策法　　　〔三〕→（1）

　　　　　→（B）→（イ）

　　　1．（4ア）．家畜改良増殖法（昭和25．5．27．法

　　　　　律209）→〔三〕プ（1）→（B）→（イ）

　　　　　→2．

　　　2．（48）有畜農家創設特別措置法（昭和28．9．

　　　　　1二法律260）→〔三〕→（1）→（B）→

　　　　　（イ）→ろ．→〔四〕→（3）→（C）→／．

　　　ろ．（49）　家畜伝染病予防法（昭和26．5．31．

　　　　　法律166）→〔三〕→（て）→（’B）→（イ）

　　　　　→4．→て五〕→（／）→（A）→（口）→／．

　　　4二（50）一家畜保健衛生所法（昭和25．3．18．

　　　　　法律／2）プ〔三〕→（1）→B）→（イ）→

　　　　　5．→〔五〕→（1）→（A）→（口）→2．

　　　　　→〔八〕→（／）→3．

　　　5　（5／ノ家畜商法（昭和24　6　／0法偉208）

　　　　　㌧〔三〕→（1）→（B）→（イ）→6．→〔六〕

　　　　　→（1）→5．

　　（B）無生欝働手段政策法

　　　　　　　一電化⑧機滅化政策法

◎29　1．（58）農山漁村電気導入促進法（昭和27．12．

　　　　　29㌔法砕358）→〔四〕→（3）→（C）→

　　　　　2．
◎30　2．（59）　農業機械化促進法（昭和28．8．27．“

　　　　　法律252）

〔四）農業融資政策法

　（1）組合融資政策法

◎3／．／．（60）農林中央金庫法（大正12．4．6．法

　　　　　律42）

　　　2．（61）農林中夫金庫特別融通及び損失補償法

　　　　　（昭和7．9．7．法律32）→．〔四〕→（ろ）

　　　　　→（B）→／．

◎323．（62）農業動産信用法（昭和8．3．29，法

　　　　　律30）

　　　4．（45）食糧管理特別会計法（大正10．4．4．

　　　　　法律3ア）→〔三〕→（1）→（A）、→（二）

　　　　　→2．→〔三〕→（／）→（B）→（口）→

　　　　　2．→〔六〕→（1）二4．→8．→〔六〕→

　　　　　（2）→（A）→2．→〔六〕→（2）→’（B）

　　　　　→（イ）→2．

　（2）政府融賓政策ラ去

　　（H）碁礎的般融資政策法

◎33．1

2

3

4

5．

（B）

◎34． ／．

2．

（63）農林漁業金融公庫法（昭和27．12．29．

法律355）

（64）資金運用部資金法（昭和26．3．3／．

法律100）

（65）資金運用部特別会計法（昭和26．3。

ろ1．法律101）

（66）産業投資特別会計法（昭和28．§．1一

法律122）

（67）余剰農産物資金憩通特別会計法（昭和

30．7．30．法律100）

自作農創設維持融賓政策法→〔一〕→（1）

→（A）

（3）　自作農緯持創設資金融通法（昭和30．

8．／5．法偉165）→〔一〕→（1）→（A）

→ろ．

（4’）　自作農創設特別措置特別会計法（昭和

21．10．2／．法律44）→〔一〕→’（1）→

sokyu

sokyu

sokyu

sokyu
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　　　　　（A）→4．

．（C）　開拓融費政策浅→〔一〕→（2）→（C）’

◎35．1　（23）開拓者資金融通法（昭和22．1．18．

　　　　　法律6）→〔一〕，→（2）→（C）二2．

◎36．2（24）’開拓融資保証法（昭和28．7．30．法

　　　　　律91）→〔一〕→（2）→（C）→3．

　　　ろ　（25）開拓者資金融通特別会計法（昭和22．一

　　　　．1．18．法律7）→〔一〕→（2）→（C）

　　　　　→4．

　　　4　（26）開拓者資金融通特別会計において貸付

　　　　　金の財源にあてるのため一般会計からする繰

　　　　　入金た関する法律（昭和24．4．25．法律35

　　　　　以下毎年改正）→〔一〕→（2）→（C）→5．

　（ろ）融資蒲助政策洩

　　（H）不動産融資繭助政策法

◎37．1　（68）不動産融資及び損失補償法（昭和7．

　　　　　9．6．法律24）

　　（B）　中金融資蒲助政策法

◎38　1　（6／）農林中央金庫特別融通及び損失補償法

　　　　　（昭和ア．9．・7．法律32）→〔四〕→（1）

　　　　　→2．

　　（C）資本財1婁；入融資蒲助政策法

　　　／　（48）有畜農家創設特別措置法（昭和28．9．

　　　　　1．法律260）→〔三〕→（1）→（B）→

　　　　　（イ）→3．→〔三〕→（2）→（A）→2．

　　　2　（58）農山漁村電気導入促進法（昭和27．12．

　　　　　29．法律358）→〔三〕→（2）→（B）→1

　　（D）災害融資繭助政策漢

　　　1　（69〉昭秤28午4月及び5月における凍霜害

　　　　　の被害農家に対する資金の融通に関する特別

　　　　措置法（昭和28．7．21．法律69）→〔五〕

　　　　　→（2）→（C）→2．

　　　2　（70）昭和28年台風矛二号による被害農家及

　　　　　び被害漁家に対する資金の融通に関する特別

　　　　措置法（昭和28．8．8．法律187）→〔五〕

　　　　→（2）→（C）→3．

　　　ろ．（71）　昭和28年6月及び7月におげる水害に

　　　　　よる被害たぱこ耕作者に対する資金の融週に

　　　　関する特別措置法（昭和28．8．15．法律

　　　　220）→〔五〕→（2）→（C）→4．

　　　4．（72）昭和28年6月及び7月の水害並びに同

　　　　年8月及び9月の周水害による被害農林漁業

　　　　者等に対する資金の萬虫通に関する特創措置法

　　　　（昭和28．8．1ア．法律234）→〔五〕→（2）

　　　　→（C）→5．

矛4号　　（1956）

　　　5．（73）昭和28年におげる冷害による被害農家

　　　　　に対する資金の融通に関する特別措置法（昭

　　　　　和28．1／．一16．．法律274）→〔五〕→（2）

　　　　　→（C）→6．

　　　6．（74）南和29年4月及び5月におげる凍霜害

　　　　　等の被害農家に対する資金の融通に関する特

　　　　　別措置法（昭和29．6．9．法律16ア）→〔五〕．

　　　　　→（2）→（C）→7．

　　　7．（75）昭和29年の台風及び冷害の被害農林漁

　　　　　業者に対する資金の融通に関する特別措置法

　　　　　（昭和29．／2．／5．法律221）→〔五〕→（2）

　　　　　→（C）→8．

　　　8．（76）昭和30年4月及び5月の凍霜害，水害

　　　　　等の被害農家に対する資金g扇虫通に関する特

　　　　　別措置法（昭和30．7．／．法律45）→〔五〕

　　　　　→（2）’→（C）→9．

　　　9．（77）天災による被害農林漁業者等に対する

　　　　　資金の融通に関する暫定措置法（昭和30．8．

　　　　　5．法律／36）→〔五〕→（2）→（C）→10三

　　（E）組合整備融資繭助政策法

　　　1・（78）農林漁業組合再建撃備法．（昭和26．4・

　　　　　7．法律140）→〔七〕（1．）→（A）→2．

　　　2．（79）農林漁業組合連合会整備促進法（昭和

　　　　　28．8．8．法律190）→〔七〕→（1）→

　　　　　（A）→3．

　　（F）負債整理融賓蒲助政策法

　　　1．（80）農村負債整理資金特別融通及び損失補

　　　　　償法（昭和12．ε．14．法律77）→〔四〕→

　　　　　（4）→皇．

　　　2．（81）臨時農村負債処理法（昭和13．4．2．

　　　　　　法律69）→〔四〕→（4）→3．

　（4）負套整理政策溝

　　　1．（82）．農村負債整理組合法（昭和8．3．29．

　　　　・法律21）→〔七〕→（3）→1．

◎39．2．（80）農村負債整理資金特別融通及び損失補

　　　　　償法（昭和12．8．14．法律77）→〔四〕→

　　　　　（3）一＞（F）→1．

　　　ろ．（8／）　臨時農村負債処理法（昭和13．4．2．

　　　　　法律69）→〔四〕→（ろ）→（F）→2．

〔五〕農業災書政策法

　（1）災書予防政策法

　　（H）病虫客防除政策法

　　　　　　　　動植物防疫政策法

　　　（イ）作物防疫政策法→〔三〕→（1）→（A）

→（ハ）
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　　　1．（42）農薬取締法（昭和23．7．1．法律82）

　　　　　→／三〕→（1）二（A）→（ハ）一1二

◎40．2．（43）植物防疫法（昭和25．5．4．法律151）、

　　　　　→〔三〕→（1）→（A）→（ハ）→2．

　　　（回）豪畜防疫政策法→〔三〕→（1）→（B）→

　　　　　　（イ），→〔三〕→（2）→（A）

◎41．．1．（49）家声伝染病予防法（昭和26．5．31．法

　　　　　偉166）→〔三〕→（1）→（B）→（イ）→

　　　　　4，→〔三〕→（2）→（A）→3．

　　　2∵（50）　家畜保健衛生所法（昭和25．ろ．18．

　　　　　法律12）→〔三〕→（1）→（B）→（イ）

　　　　　→5，→〔三〕→（2）→（A）→4．→〔八〕

　　　　　→（1）3．

　　（B）風水害防除政策法

　　　　　　　一国土保全政策ラ去

　　　1。（9）国土総合開発法（昭和25．5．26．法律

　　　　　205）→〔一〕→（2）→（A）→1．

　　　2．（21）牧野法（昭和25．5．20．法律194）→

　　　　　　〔一〕→（2）→（B）→（口）→8．

　　　3、（／5）特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措

　　　　　置法（昭和27．4．25．法律96）→〔一〕→

　　　　　（2）→（B）→（口）→2　．

　（2）　災書救済政策法

　　（H）災害蒲償⑧保険政策漢

◎42．1．（83）農業災害構償法（昭和22．12．15．法

　　　　　律／85）→一〔七〕→（3）→2．

　　　2．（84）農業災害構償法臨時特例法（昭和2ア．

　　　　　6．14．法律194）

　　　3．（85）農業共済再保険特別会計法（昭和19．

　　　　　2．15．法律11）

　　　4．（86）農業共済再保険特別会計の歳入不足を

　　　　　補て、んするための一般会計からする繰入金に

　　　　　関する法偉C昭和25．ろ．29．法律29以下改

　　　　　正）

　　　5．（87）農業共済再保険特別会計の歳入不足を

　　　　　補てんするための財源措置等に関する法律

　　　　　（昭和？8．！1．9．法偉262）

　　　6　（88）農業共済再保険特別会計の歳入不足を

　　　　　うめるための一般会計からの繰入金に関する

　　　　　法律（昭和30．7．2．法律49）

◎437（89）農業共済基金法（昭和27620法
　　　　　律202）→〔五〕→（2）→（C）→1．

　　（B）災害復旧蒲助政策法　　〔一〕→（2）→（D）

◎44．1．（28）農林水産業施設災害復旧事業費国庫補

　　　　　助の暫定措置に関する法棒（昭和25．5．10．

　　法律169）→〔一〕→（2）→（D）→1．

2．（29）＾公共土木施設災害復旧事業費国庫負担

　　法（昭和26．3．31．法律97）→〔一〕→（2）

　　→（D）→2．

3．（30）昭和28年6月及び7月の大水害並びに

　　同年8月及び’9月の風水害によ’る公共土木施

　　設等についての災害の復旧等に関する特別措

　　置法（昭和28．8．31．法律256）→〔一〕→

　　（2）→（D）→3．

4．（31）昭和28年6月及び7月の大水害並びに

　　同年8月及び9月の風水害による災害地域内

　　のたい積土砂の排除に関する特別措置法（昭

　　和28．8．31．法律257）→〔一〕→（2）→．

　　（D）→4．

5．（32）昭和28年台風矛13号による被害農地の

　　除塩事業に対する特別措置法（昭和28．／／．

　　16．法律271）→〔一〕→（2）→（D）→5．

（C）災書融資政策法

て．（89）農業共済基金法（昭和27百6．20．法

　　律2C2）プ〔五〕→（2）→（A）→7．

2．（69）昭和28年4月及で5月にげる凍霜害の

　　被害農家に対する資金の融通に関する特別措

　　置法（昭和28．7．2／．法律69）→〔四〕→

　　（3）→（D）→1．

3．（70）昭和28年台風矛二号による被害農家及

　　び被害漁家に対する資金の融通に関する特別

　　措置法（昭和28．8．8．法律187）一→〔四〕

　　→（3）→（D）→2．

4．（7／）昭和28年6月及びア月におげる水割こ

　　よる被害たば苧耕作者に対する資金の融通に

　　関する特別措置法（昭和28．．8．15．法律220）

　　→〔四〕→（3）→（D）→3．

5．（72）昭和28年6月及びア月の水害並びに同

　　年8月及び9月の風水害による被害農林漁業

　　者等に対する資金の融通に関する特別措置法

　　（昭和28．8．17．法律234）→〔四〕→（3）

　　→（D）→4．

6．（73）昭和28年におげる冷害による被害農家

　　に対する資金の融通に関する特別措置法（昭

　　和28．イ1．16．法律274）→〔四〕→（3）

　　→（D）→5．

ア．（7の　昭和29年4月及び、5．月におげる凍霜害

　　等の被害農家に対する資金の融通に関する特

　　別措置法（昭和29．6．9．法律167）→〔四〕

　　→（3）→（D）→6．

sokyu
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　　　　　　　8　（ア5）　昭和29年の台風及び冷害の被害農林漁

　　　　　　　　業者に対する資金の融通に関する特別措置法

　　　　　　　　（昭和29．I／2．15．法律22／）→〔四〕→（3）

　　　　　　　　→（D）→7．
鑑

　　　　　　　9　（76）昭和30年4月及び5月の凍霜害，水害

　　　　　　　　等の被害農家に対する資金の融通に関する特

　　　　　　　　別措置法（昭和30．7．1．法律45）→〔四〕

　　　　　　　　→（3）→（D）→8．

　　　◎45．’／0．（7ア）　天災による被害農林漁業者等に対する

　　　　　　　　資金の融通に関する暫定措置法（昭和30．8．

　　　　　　　　5．法律／36）→〔四〕→（3）→（D）→9．

　　　　　（D）被害農象農糧政策法→〔六〕撞→（2）→（B）

　　　　　　　　→（ハ）

　　　　　　1．（90）昭和28年’6月及び7月の大水害並びに

　　　　　　　　同年8月及び9月の風水害による被害農家に

　　　　　　　　対する米麦の売渡の特例に関する法律（昭和

　　　　　　　　28．8．1ブ．法律235）→〔六〕→（2）→

　　　　　　　　　（B）→（ハ）↓1．

　　　　　　2．（9／）昭和28年におげる冷害等によ局被害農

　　　　　　　　家に対する米麦の売渡の特例に関する法律

　　　　　　　　（昭和28．11．16．法律275）→〔六〕→（2）

　　　　　　　　→（B）→（ハ）→2．

　　　　　　3．（92）昭和28年の風水害及び冷害による被害

　　　　　　　　農家等に対して米麦を特別価格で売り渡した

　　　　　　　　ことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を

　　　　　　　　・補てんするための一般会計からする繰入金に

　　　　　　　　関する法律（昭和29．3．18．法律4）→〔六〕

　　　　　　　　→（2）→（B）→（ハ）二→3．

　　　　　　4．（93）昭和29年8月及び9月の台風並びに同

　　　　　　　　年の冷害による被害農家に対する半麦の売渡1

　　　　　　　　、の特例に関する法律（昭和29．12．20．法律

　　　　　　　　228）→〔六〕→（2）→（B）→（ハ）→4．

　　　　　　5．1（94）　昭和29年の台風及び零害による被害農

　　　　　　　　家に対して米麦を特別価格で売り渡したこと

　　　　　　　　により食糧管理特別会計に．生ずる損失をうめ

　　　　　　　　るための一般会計からの繰入金に関する法律

　　　　　　　　（昭和30．7．2．法偉47）→〔六〕→（2）

　　　　　　　　一祉（B）→（ハ）→5．

　　　◎46．6．（95）昭和30年6月及び7月の水害による被

　　　　　　　　害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法

　　　　　　　　律（昭和30．8．5．法律137）→〔六〕→

　　　　　　　　（2）→（B）→（ノ＼）→6，

　　　　　（E）外国軍陰による災害政策法

　　　　　　1．（96）　日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊

　　　　　　　　の行為による特別損失の補償に関する法偉

　　　　　（昭和28．8．25．法偉246）

　　（炉）災害財政策法法→〔九〕→（／）→（B）→

　　　　　　（口）

　　　1．（97）昭和28年6月及び7月の大水害並びに

　　　　　同年8月及び9月の風水害により被害を受げ

　　　　　た地方公共団体の起債の特例に関する法律

　　　　　（昭和28．8．1ア．法律229）→〔九〕→（1）

　　　　　→（B）→（口）→1．

　　　2．（98）和和29年8月及び9月の台風並びに同

　　　　　年8月の冷害により像害を受げた地方公共団

　　　　　体の起債の特例に関する法律（昭和30．1．

　　　　　7．法律1）プ〔九〕→（／）→（B）→（口）

　　　　　→2．

◎47　3．（99）昭和30年6月及び7月の犬水害により

　　　　　被害を受げた地方公共団体の起債の特例に関

　　　　　する法律（昭和30．8．26．法律176）→〔九〕

　　　　　→」（1）→（B）→（口）→3．

〔穴〕農産物流遍政策法

　（1）流逼組織政策法

◎481（100）中夫卸冗市場法（大正／2330法
　　　　　律32）

◎49　2．（101）農業倉庫業法（大正／5．3．29．法律

　　　　　32）

◎50　3．（102）食糧管理法（昭和／7．2．21．法律40）

　　　　　→〔六〕→（2）→（B）→（イ）→1

　　　4．（45）食糧管理特別会計法（大正10．4．4．

　　　　　法律37），改正（昭和17．2．20．法律26．米

　　　　　穀需給調師特別会計法を改称）→〔三〕→（1）

　　　　　→（A）→（二）→2．→〔三〕→（1）→

　　　　　（B）→（口）→2．→〔四〕→（／）→4．

　　　　　→〔六〕→（1）→8．→〔六〕→（2）→

　　　　　（A）→2．→〔六〕→（2）→（B）→（イ）

　　　　　→2。

◎51　5　（51）家畜商法（昭和24　6　10法律208）

　　　　　→〔三〕→（1）→（B）→（イ）→6一．→

　　　　　〔三〕プ（2）→（A）→5．

◎526（103）農林物資規格法（昭和25511法
　　　　　律175）

◎53　7．（104）農産物検査法（昭和26．4．10．法律

　　　　　／44）

　　　8．（45）食糧管理特別会計法（大正／0．4．4．

　　　　　　法律ろ7），改正（昭和26．4．10．法律144）

　　　　　→〔三〕→（1）一→（A）→（2）→2．→

　　　　　〔三〕→（1）→（B）→（口）→2．→〔四〕

　　　　　→（1）→4．→〔六〕．→（1）→4．→〔六〕

sokyu

sokyu

sokyu

sokyu

sokyu

sokyu
　　

sokyu
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　　　　　→（2）→（A）→2．→〔六〕→（2）・→

　　　　　（B）→（イ）→2．

　（2）農菱物価格政策法

　　（H）農童物偲格閻接安定政策法

◎54．／．（／05）　農産物価格安定法（昭和28．8．17．

　　　　　法律225）

　　・2・（45）　食糧管琴特別会叶法（大正10・4・4・

　　　　　法律37），改正（昭和28．8．17．法律225）

　　　　　→〔三〕÷（／）、→（A）→（二）→2．→

　　　　　〔三〕→（／）→（B）ブ（口）→2．→〔四〕

　　　　　→（／）→4．→〔六〕→（1）→4．→8．

　　　　　→〔六〕→（2）→（B）→（イ）→2．

◎55．3．（55）繭糸価格安定法・（昭和26．12．17．法

　　　　　律ろ10）二〔三〕→（1⊃→（C）→2．

　　　4．（56）糸価安定特別会計法（昭和26．／2．

　　　　　17．法律311）→〔三〕→（／）→（C）→5．

　　（B）食糧価格直接統制政策漢

　　　（イ）食糧価格墓本政策法

◎50．1．（102）食糧管由法（昭和17．2．21．’一法律40）

　　　　　→〔六〕→（／）→3．

　　　2．（45）食糧管理特別会計法（大正10．4一．4．」

　　　　　法律37），改正（昭和／7．2．20．法律26）→

　　　　　〔三〕→（1）→（A）→（二）→2．→〔三〕

　　　　　→（1）→（B）→（口）→2．→〔四〕→

　　　　　（／）一〉4．→・〔フ、〕→（1）≒＞4．一〉8．→

　　　　　〔六〕→（2）→（A）→2．

　　　3．（／06）食糧管理特別会計の歳入不足を補てん

　　　　　するため一般会計からする繰入金に関する法

　　　　　律（昭和26．3．31．法律69，昭和27．／2．

　　　　　25．法律ろ28）

　　　（日）食糧価格買上特例政策法

　　　1’．（107）昭和28年産米穀についての超過共出奨

　　　　　励金等に対する所得税の臨時特例に関する法

　　　　　律（昭和28二8．ア．法律1ア7）→、〔九〕→

　　　　　（2）→（B）→（口）→1．

　　　2．（／08）昭和29年産米穀についての超過供出奨

　　　　　励金等に対する所得税の臨時特例に関する法

　　　　　律（昭和29．12．15．法律220）→〔九〕→

　　　　　（2）→（B）→（口）→2．

◎56．3．（109）昭和30年産米穀についての所得税の臨

　　　　　時特例に関する法律（昭和30．8．9．法律

　　　　　149）二’〔九〕二（2）→（B）→（口）→3．

　　　4．（1／0）食糧管理特別会計の昭和28年産米穀に

　　　　　係る供出完遂奨励金の支払財源の一部に充て

　　　　　るための一般会計からする繰入金にする法律

　　　　　（昭和281／2．1／．法律280）

　　　（ハ）食糧価絡売渡特例政策漢→〔五〕→（2）皿

　　　　　→（D）

　　　1．（9d）昭和28年6月及び7月の大水害並びに

　　　　　同年8月及び9月の風水害たよる被害農家に1

　　　　　対する米麦の売渡の特例に関する法律（暇和

　　　　　28．8．1ア．法律235）→〔五〕→（2）→

　　　　　（D）→1．

　　　2．（915昭和28年におげる冷害等による被害農

　　　　　家に対す6米麦の売渡の特例に関する法律

　　　　　（昭和28．11．／6．法律275）→〔五〕→（2）

　　　　　→（D）→2．

　　．3．（92）昭和28年の風水害及び冷害による被害

　　　　　農家等に対して米麦を特別価格で売り渡した

　　　　　ことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を

　　　　　補てんするための一般会計からする繰入金に

　　　　　関する法律（昭和29．3．／8．法律4）→〔五〕

　　　　　→（2）→（D）→3．

　　　4．（93）昭和29年8月及び9月の台風並びに同

　　　　　年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡

　　　　　の特例に関する法律（昭和29．／2．20．法律

　　　　　228）→〔五〕→（2）→（D）→4．

　　　5．（94）一昭和29年の台風及び冷害による被害農

　　　　　家に対して米麦を特別価格で売り渡したこと

　　　　　により食糧管理特別会計に生ずる損失をうめ

　　　　　るための一般会計からの繰入金に関する法律

　　　　　（昭和30．7．2．法律4ア）→〔五〕→（2）

　　　　　→（D）→5．

　　　6．（95）昭和30年6月及び7月の水害による被

　　　　　害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法

　　　　　律（昭和30．8．5．法律137）→〔五〕→、

　　　　　（2）→（D）→6．

〔セ〕農藁團体政策湊

　（1）農業協同組合政策法

　　　（H）農協塞本政策法

◎57・1・（111）農業協同組倉法（昭和22・1／・19．法

　　　　　律132）

◎58．2．（78）農林漁業組合再建整備法（昭和26．4．

　　　　　7．法偉140）→〔四〕→（3）→（E）→

　　　　　／．

◎59．3．（ア9）農林漁業組合連合会整備促進法（昭和

　　　　　28．8．8．法律190）→〔四〕→（3）→

　　　　　（E）→2．

　　　（B）農協設立経過措置政策法

　　　1．（112）農業協同組合法の制定に伴う農業団体
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　（2）

◎60．

（3）

〔八〕

　（1）

　（2）

◎61．

　　の整理等に関する法律（昭和22．／／．19．法

　　偉／33）

2．（113）農業協同組合又は農業協同組合連合会

　　が市町村農業会．都道府県農業会又は全国農

　　業会から財産の移転を受げる場合におげる課

　　税の特例に関する法律（昭和23．6．28．法

　　律62）→〔九〕→（2）→（B）→（イ）→

　　1．

3．（114）畜産に関する農業協同組合又は農業協

　　同組合連合会が馬匹組合又は都道府県から財

　　産の移転を受げる場合におげる課税の特例に

　　関する法律（昭和23．／2．4．法律224）→

　　亡九〕→（2）→（B）→（イ）→2．

4．（115）農業協同組合等による産業組合の資産

　　の承継等に関する法律（昭和24．6，8．法

　　律202）→〔九〕→（2）→（B）→（イ）→

　　3．

5．（／16〉農業協同組合中央会が不動産に関する

　　権利を取得する場合におげる登録税の臨時特

　　例に関する法律（昭和30．ア．13．法律67）

　　→〔九〕→（2）→（B）→（イ）→4．

　農業会議等の政策法

1．（1／7）農業委員会等に関する法律（昭和26．

　　3．31．法律88），・改正（昭和29．6．15．法

　　律185）→〔八〕→（／）二4．

　農業特殊團体疎葉洩

1．（82）農村負債整理組合法（昭和8．3．29。

　　法律2／）→〔四〕→（4）→1．

2．（83）農業災害補償法（昭和22．12．／5．法

　　律185）→〔五〕→（2）→（A）→1．

辰業行政組織政繋法

　農業行政機関政葉法

1．（1／8）農林省設置法（昭和24．5．3／．法律’

　　／53）．

2．（119）地方自治法（昭和22．4．17．法律67）

3．（50）家畜保健衛生所法（昭和25．3．／8．

　　法律／2）→〔三〕→（1）→（B）→（イ）

　　→5．→〔三〕→（2）→てA）→4．→〔五〕

　　→（1）→（A）→（口）→2．

・4．（117）農業委員会等に関する法律（昭和26．

　　3．31．法律88）→〔七〕→（2）→1．

5．（120）町村合併促進法（昭和28．9．1．法

　　律258）

辰業改艮普及行政政策法

1　（121）農業改良助長法（昭和23　7　15法

　　　　　律165）．

〔カ。〕　　凄該寸貝オ政政婁姜ラ去

（1）地方財政政葉決

　　（H）地方財政墓本政藁法

　　　1　（／2ク）地方財政法（昭和23．7．7．法律109）

　　　2一（123）地方公営企業法（昭和27．8．1．法

　　　　　律292）

　　（B）地方財政特例政策法

　　　（イ）地方負担金特例政葉ラ去

　　　1．（124）地方公共団体の負担金の納付の特例に

　　　　　関する法律（昭和28．8．1．法律111）

　　　（日）地方財政災害特例藪蒙濠→〔五〕→（2）

　　　　　二（F）

　　　1　（9ア）昭和28年6月及びア月の大水害並びに

　　　　　同年8月及び9月の風水害により被害を受げ

　　　　　た地方公共団体の起債の特例に関する法律

　　　　　（昭和28．8．17．法律229）→〔五〕→（2）

　　　　　→（F）→1．

　　　2　（98）昭和29年8万及び9月の台風並びに同

　　　　　年8月の冷害により被害を受げた地方公共団

　　　　　体の起債の特例に関する法律（昭和30，1．

　　　　　7．法律1）→〔五〕→（2）→（F）→2、

　　　ろ　（99）昭和30年6月及び7月の大水害により

　　　　　被害を受げた地方公共団体の起債の特例に関

　　　　　する法律（昭和30．8．26．法律176）→〔五〕

　　　　　→（2）一去（F）一＞3．

　（2）農村課税政簑法

　　（貝）農村課税墓本践簸漢

　　　（イ）地方税制基本政譲法

　　　1．（125）地方税法（昭和25．7．31．法律226）

　　　2．（126）地方交け税法（昭和25．5．30．法律

　　　　　211）

　　　（口）農業課税墓本藪麓法

◎62　1．（127）所得税法（昭和22．ろ．31．法律27）

　　（B）辰村課親特例政策法

　　　（イ）農業團体課税特例政策漢

　　　1．（113）農業協同組合又は農業協同組合連合会

　　　　　が市町村農業会．都道府県農業会又は全国農

　　　　　業会から財産の移転を受げる場合におげる課

　　　　　税の特例に関する法律（昭和23．6．28．法

　　　　　律62）〔七〕→（1）→（B）→2．

　　　2　（114）畜産に関する農業協同組合又は農業協

　　　　　同組合連合会が馬匹組合又は都道府県から財

　　　　　産の移転を受げる場合におげる課税の特例に

　　　　　関する法律（昭和23．12．4．法律224）→



茸藤政夫：現行日本農業法律の農政各論的分類体係について 一1偏一

　　　　　〔七〕→（1）→（B）→5．　　　　　　　　　　　励金等に対する所得税の臨時特例に関する法

　　　3．（1／5）農業協同組合等による産業組合の資産　　　　　　　律（昭和28．8．7．法律1アア）→〔六〕→

　　　　の承継等に関する法律（昭和24．6．8．法　　　　　　　て2）二（B）→（口）→1．

　　　　律202）→〔七〕→（／）→（B）→4．　　　　　　　2．（108）昭和29年産米穀についての超過供出奨

　　　4．（116）農業協同組合中央会が不動産に関する　　　　　　　励金等に対する所得税の臨時特例に関する法

　　　　権利を放得する場合におげる登録税の臨時特　　　　　　　律（昭和29．12．15．法律220）→〔六〕→

　　　　例に関する法律（昭和30．7．／3．法律67）　　　　　　（2）→（B）→（口）→2．

　　　　→〔七〕→（1）→（B）→5．　　　　　　　　　　3．（て09）昭和30年産米穀についての所得税の臨

　　　（日）農業課號特例政麓濠→〔六〕→（2）→（B）　　　　　　時特例に関する法律（昭和30．8．9．法律

　　　　→（口）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　149）→〔六〕→（2）→（B）一→（口）→3．

　　　1・（1・・）昭和・・年産米穀について？超過供中奨

　　　　　　　　　　　　　　〔付〕　国際農業法一一圓本の国際農業條約

1。農業二使用シ得ノレ児童ノ午齢二関スル条約（大正12　　6．国際小麦協定を修正更新する協定と昭和28．8；13．

12．19．条約2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　条約16）

2・国際獣疫雫務局ヲ巴里二創設スノレ為ノ国際協定（昭　　7・国際砂糖協定（昭和29・4・30・条約5）

和5．1．29．条約2）　　　　　　　　　　　　　　8．農産物の購入に関する目本国とアメリカ合衆国との

ろ．国際連合食糧農業機関憲章（昭和27　2　15条約　　　間の協定（昭和29．5．1．条約7）

　2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．経済的措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間

4．国際植物防疫条約（昭和27．9．10．条約15）　　　　　の協定（昭和29．5一．1．条約8）’

5．経済続計に関する国際条約（昭和2ブ．／2．2．条約　　10．農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との聞の歯

19）　　　　　　　　　　　　　　　　定（昭和30．6．2亨．条約6）　　以上。




